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〈地区社協事業〉

2
・地域住民同士の交流が希薄である。
・家族内で子育てを教えられる人材が不足し
ている。

・6箇所の交流団体（サロン）の設立
支援。
・1箇所の障がい児の交流団体（サ
ロン）の設立支援。
・1箇所の子育てに悩む親の交流
団体（サロン）の設立支援。

支援方法
・交流場所（サロン）の手引き書を、
自治会役員会に持参して説明と配
付をする。

〈サロン活動事業〉

3

・住民同士の関係の希薄化により、自治会の
加入率が減少している。
・社協の認知度も前回のアンケートでは５
３％と低い状況である。
・現状：加入自治会95/104　3,532,750円
個人会員21件　10,500円
賛助会員20件　22,000円
法人会員116件　406,000円

・現在未加入の自治会（9自治会）
に出向いて会員になっていただく。
個人会員25件12,500円
賛助会員23件23,000円
法人会員120件450,000円

・未加入自治会に出張し会費の説
明を行う。
・個人会員の加入を促すため、サ
ロン、地域福祉講座で会費の説明
を行う。

＜会員募集＞

4
・子どもから大人まで、障がいがあってもなく
ても支え合う内容のイベントを行うが障がい
児・者の参加がほとんどない。

・障がい児・者の参加を10人にす
る。

・障がい児・者が演じる人形劇等を
企画する。

＜子育て・障がい者世帯への支援＞

5 ・ひとり親家庭への助成金がなかった。
・ひとり親家庭の全世帯に対する
新小学１年生を対象とした助成金
を１人5,000円贈呈する。

・募集を行い助成する。

＜ひとり親援助活動＞

備考

1
・小学校区ごとの福祉課題の抽出が十分で
ない。

・訪問・電話など個別支援による福
祉課題解決を地区社協全体で年
20件にする。
・地区社協の部会活動を各地区社
協で2事業ずつ作る。

南小学校区は毎月1回、長久手、
東小学校区では年度後半から定期
的に地域福祉学習会を実施。

課題 目標 実施事項
取組計画

4月　　　　　７月　　　　１０月　　　　１月

地区社協設立
・南小学校区に2月末までに地区社協設立。
・長久手、東小学校区は平成30年度に地区社協設
立予定。
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6

・金銭管理に不安を感じている高齢者や障が
い者が存在する。
（Ｈ29年3月現在　対象者9名）

・100% ・通帳や金銭管理を行う。

＜日常生活自立支援事業＞

7

・後期高齢者の増加(７５歳以上の男性独居
２４３人）に伴い、男性のひとり暮らしも増加し
ており、食生活においてはコンビニや外食中
心で栄養のバランスが取れていない状況で
ある。

・男性料理教室を開催する。

・全12回教室を開催する。（対象人
数２０人）
・バランスの良い料理教室の実施。
・栄養指導・食事指導。

＜男性の料理教室＞

養成事業

1
・上級サポーターの機能が一部発揮されてい
ない。
・中級サポーターの不足。

・年２回、民生委員と上級、中級サ
ポーターとの交流会を行う。
・初級サポーター養成のための出
張講座を実施。100人の初級サ
ポーターを養成する。
・中級サポーター養成のための集
合講座を実施、中級サポーター25
人を養成する。

・小学校区単位での民生委員との
交流会を行う。

〈見守りサポーター養成事業〉

市からの受託事業

1

・福祉と医療連携により地域包括ケアを実現
するための情報が不足、また保健・福祉・医
療の専門職（多職種）同士の連携による地域
課題の抽出が十分でない。

・市内の居宅介護支援事業所に対
し、連携・協力を強化するために、
個別地域ケア会議を年５回開催
し、高齢者支援の政策形成につな
げられるようにする。

・多職種が参加しての個別地域ケ
ア会議を開催する。

〈地域包括支援センター運営事
業〉

2
・福祉・医療等のサービス利用支援、その他
サービス利用を前提としない相談支援を行
う。

・100%
・医療・福祉サービスと連携し、支
援を行う。

〈障がい者相談支援事業〉

3
・支援が必要な人の早期把握、早期発見が
十分に図れていない。(H28年度新規相談件
数月平均7.6件 1月末現在)

・新規相談件数月10件

・自治会の回覧板や掲示板を活用
した相談窓口案内。
・市内公共施設や病院、福祉関係
事業所へのチラシの設置。

＜生活困窮者自立支援事業＞
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